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野
党
と
市
民
運
動
に
選
挙
協
力
と
政
権
協
議

と
統
一
戦
線
を
呼
び
か
け
る

一
．
安
倍
政
権
の
嘘
と

無
能
が
暴
か
れ
て
い

る
が
、
な
お
反
動
政

治
と
悪
法
を
推
進
し

て
い
る
。

野
党
や
市
民
運
動
の
追
及
や
マ
ス

コ
ミ
の
報
道
に
よ
っ
て
、
安
倍
政
権

の
公
文
書
の
隠
蔽
・
改
ざ
ん
、
法
案

の
根
拠
デ
ー
タ
の
捏
造
、
国
会
答
弁

や
発
言
の
嘘
が
暴
か
れ
て
い
る
。

す
で
に
国
民
の
大
多
数
が
、
安
倍

首
相
を
は
じ
め
閣
僚
や
官
僚
の
言
葉

を
信
用
し
て
い
な
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
安
倍
自
公

（
維
新
）
政
権
は
、
衆
参
両
議
院
の

三
分
の
二
の
議
席
を
背
景
に
、
居
直

り
と
居
座
り
を
続
け
、
根
拠
の
崩
れ

た
「
働
き
方
法
案
」
や
「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
関

連
法
案
」「
カ
ジ
ノ
法
案
」
な
ど
の

悪
法
を
強
行
採
決
し
よ
う
と
し
て
い

る
。安

倍
政
権
は
反
動
政
治
と
悪
法
を

推
進
し
な
が
ら
、
今
日
の
日
本
に
お

い
て
深
刻
な
格
差
・
貧
困
・
不
安

定
・
低
賃
金
・
孤
立
・
人
権
否
定
と

い
っ
た
問
題
に
対
し
て
は
何
ら
有
効

な
政
策
を
提
示
実
行
で
き
て
い
な
い
。

財
界
や
金
持
ち
の
目
先
の
利
益
の

た
め
だ
け
の
反
国
民
的
で
短
絡
な
政

治
と
、
深
刻
な
問
題
に
関
し
て
の
解

決
能
力
の
欠
落
は
、
国
民
の
生
活
や

希
望
を
破
壊
し
、
社
会
の
安
全
や
安

定
を
破
壊
し
、
日
本
の
国
力
を
確
実

に
低
下
さ
せ
て
き
て
い
る
。

安
倍
政
権
は
、
国
会
で
の
追
及
か

ら
逃
げ
る
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
や
ロ
シ

ア
や
中
東
な
ど
を
歴
訪
し
て
い
る
が
、

世
界
の
趨
勢
を
見
誤
り
各
国
に
足
元

を
見
ら
れ
て
何
ら
の
成
果
も
あ
げ
る

こ
と
が
出
来
て
い
な
い
。

朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
と
の

関
係
に
つ
い
て
も
、
反
省
な
き
強
硬

策
一
辺
倒
に
よ
り
金
正
恩
委
員
長
か

ら
相
手
に
さ
れ
ず
、
拉
致
問
題
に
つ

い
て
も
ア
メ
リ
カ
の
ト
ラ
ン
プ
大
統

領
や
韓
国
の
文
在
寅
大
統
領
に
「
お

願
い
す
る
」
と
い
う
主
体
性
な
き
無

能
と
無
恥
ぶ
り
を
さ
ら
け
出
し
て
い

る
。国

内
だ
け
で
虚
勢
を
は
っ
て
成
果

を
誇
張
し
て
い
る
が
、
実
際
は
国
際

社
会
で
の
地
位
を
低
下
さ
せ
続
け
て

い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
問
題
は
、
安
倍
政
権
だ
け
で

な
く
、
マ
ス
コ
ミ
や
少
な
く
な
い
国

民
ま
で
も
が
「
日
本
の
閉
ざ
さ
れ
た

社
会
」
の
中
で
「
事
実
」
で
は
な
く

「
都
合
よ
く
改
ざ
ん
さ
れ
た
虚
報
」

を
強
弁
し
、
す
が
り
付
い
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。

日
本
は
内
政
・
外
交
と
も
に
停
滞

と
混
乱
の
度
を
深
め
て
き
て
い
る
。

二
．
官
僚
組
織
や
検
察
も

腐
敗
し
機
能
不
全
に

陥
っ
て
い
る
。

安
倍
政
権
の
腐
敗
と
無
能
が
明
ら

か
に
な
っ
て
き
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
官
僚
組
織
も
検
察
も
会
計
検

査
院
も
嘘
や
腐
敗
を
正
す
こ
と
が
出

来
ず
機
能
不
全
に
陥
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
自
ら
が
腐
敗
し
安
倍
政
権

の
嘘
や
不
正
に
加
担
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

佐
川
元
財
務
省
理
財
局
長
、
柳
瀬

元
首
相
秘
書
官
（
経
産
省
）
な
ど
は
、

「
記
録
が
な
い
」「
記
憶
が
な
い
」

「
刑
事
訴
追
の
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら

答
弁
で
き
な
い
」
と
逃
げ
な
が
ら

「
安
倍
首
相
の
関
与
や
責
任
」
だ
け

は
証
拠
も
根
拠
も
示
す
こ
と
な
く

「
な
い
」
と
断
言
す
る
あ
り
さ
ま
で

あ
る
。

憲
法
の
第
一
五
条
二
項
に
は
「
す

べ
て
公
務
員
は
、
全
体
の
奉
仕
者
で

あ
っ
て
、
一
部
の
奉
仕
者
で
は
な

い
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の

よ
う
な
官
僚
が
行
政
を
牛
耳
っ
て
い

る
こ
と
は
日
本
の
国
民
と
社
会
に
と

っ
て
最
大
の
不
幸
で
あ
ろ
う
。

国
民
に
対
し
て
は
強
権
的
に
厳
罰

目　次

☆選挙協力と政権協議と統一戦線を呼びかける···· １
☆憲法集会に六万人が結集！···························· ５
☆労働三団体が高プロ・裁量労働制は
　いらないで団結··········································· ６
☆杉浦弁護士が「閉ざされた社会」を問題提起···· ７
☆丹羽宇一郎さん「戦争に近づいてはいけない」···· ８
☆「最近の裁判官人事の傾向」の案内
　（明治大学教授・西川伸一さん）·····················10

日本革命党　機関紙
2018年6月10日　復刊第3号（通巻第20号）
発　　行　進路社（発行人　武市·徹）
連 絡 先　〒160-0022　東京都新宿区新宿4-1-22

新宿コムロビル7F2号室
ホームページ　http://j-rp.com/
郵便振替　00140-2-265780

　　　　　（口座名義）武市徹
銀行振込　郵貯：店名019当座0265780
賛 助 金　1ヶ月（1部）500円（1年6,000円）

進路
（
一
）
日
本
の
国
民
と
社
会
に
危

機
が
迫
っ
て
い
る
。

（
二
）
安
倍
政
権
追
及
の
闘
い
を

議
会
内
外
で
強
化
し
、
総
辞

職
・
解
散
総
選
挙
に
追
い
込

も
う
。

（
三
）
国
民
民
主
党
の
結
党
を
歓

迎
し
、
選
挙
協
力
と
政
権
協

議
の
開
始
を
呼
び
か
け
る
。

（
四
）
共
闘
を
拡
げ
、
統
一
戦
線

の
結
成
を
求
め
、
広
範
な
国

民
と
人
民
を
結
集
さ
せ
よ
う
。
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を
も
っ
て
臨
む
検
察
も
、
こ
れ
だ
け

の
隠
蔽
と
改
ざ
ん
と
捏
造
と
嘘
を
重

ね
た
不
正
な
政
治
と
行
政
に
対
し
て

「
森
友　

佐
川
氏
ら
不
起
訴
へ
」（
五

月
三
一
日
木
曜
朝
日
新
聞
）
と
い
っ

た
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。

・
検
察
は
何
の
た
め
に
存
在
し
て

い
る
の
か
。

・
会
計
検
査
院
は
、
一
体
何
を
し

て
い
る
の
か
。

・
腐
っ
て
い
る
の
は
、
安
倍
内
閣

だ
け
で
は
な
い
。

ま
さ
に
革
命
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

三
．
日
本
の
国
民
と
社

会
に
危
機
が
迫
っ
て

い
る
。

政
府
や
行
政
や
支
配
階
級
が
腐

敗
・
堕
落
し
て
い
る
国
家
や
社
会
で

国
民
が
栄
え
た
た
め
し
は
な
い
。

日
本
は
、
中
国
の
清
朝
末
期
や
李

氏
朝
鮮
王
朝
の
腐
敗
と
堕
落
を
さ
ん

ざ
ん
馬
鹿
に
し
、
侵
略
や
植
民
地
の

正
当
化
の
口
実
に
し
て
き
た
の
で
は

な
い
か
。

腐
敗
・
堕
落
し
た
安
倍
政
権
は
、

五
月
三
一
日
（
木
曜
）
現
在
、
財
務

省
の
事
務
次
官
や
国
税
庁
長
官
の
空

席
を
埋
め
る
こ
と
も
で
き
ず
に
い
る
。

国
民
・
人
民
が
、
主
権
者
と
し
て

「
今
」
闘
わ
な
く
て
何
が
「
素
晴
ら

し
い
日
本
」「
美
し
い
日
本
」
か
！

無
能
・
無
恥
の
安
倍
政
権
が
居
直

り
居
座
り
続
け
る
な
ら
ば
、
停
滞
と

混
乱
を
通
り
越
し
て
、
日
本
の
国
民

と
社
会
に
破
滅
的
な
危
機
が
訪
れ
る

こ
と
に
な
る
。

日
本
は
世
界
の
中
で
孤
立
し
、
決

定
的
に
没
落
し
て
い
く
こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
う
。

【
憲
法
は
機
能
し
て
い
る
の
か
】

こ
の
よ
う
な
隠
蔽
・
改
ざ
ん
・
捏

造
・
不
正
・
腐
敗
の
現
実
が
あ
り
、

国
会
や
官
僚
や
司
法
検
察
な
ど
が
機

能
不
全
に
陥
っ
て
い
る
と
い
う
の
に
、

活
憲
・
護
憲
と
言
い
な
が
ら
憲
法
は

歯
止
め
と
し
て
は
ま
っ
た
く
不
十
分

な
機
能
し
か
果
た
せ
て
い
な
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

日
本
革
命
党
は
、
国
会
の
リ
コ
ー

ル
権
と
官
僚
の
解
職
請
求
権
の
欠
落
、

国
政
選
挙
に
お
け
る
一
票
の
価
値
の

不
平
等
、
三
権
分
立
の
機
能
不
全
な

ど
な
ど
多
く
の
問
題
点
か
ら
、
現
憲

法
の
欠
落
と
不
整
合
を
指
摘
し
民
主

的
な
創
憲
（
改
憲
）
を
主
張
す
る
も

の
で
あ
る
。

四
．
安
倍
政
権
追
及
の

闘
い
を
議
会
内
外
で

強
化
し
、
総
辞
職
・

解
散
総
選
挙
に
追
い

込
も
う
。

野
党
と
市
民
運
動
、
多
数
の
国

民
・
人
民
は
、
安
倍
政
権
を
絶
対
に

許
せ
な
い
。

自
公
（
維
新
）
は
衆
参
両
議
院
の

三
分
の
二
を
占
め
て
お
り
、
議
会
内

外
の
ど
ん
な
指
摘
や
追
及
に
も
居
直

り
続
け
、
権
力
の
座
に
居
座
り
続
け

て
い
る
。

官
僚
（
組
織
）、
検
察
、
会
計
検

査
院
な
ど
も
機
能
し
て
い
な
い
。

事
態
は
膠
着
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

膠
着
の
中
で
悪
政
が
行
わ
れ
「
働

き
方
法
案
」「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
関
連
法
案
」

「
カ
ジ
ノ
法
案
」
な
ど
の
悪
法
が
決

定
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

「
国
民
と
日
本
社
会
の
危
機
の
深
化

の
中
で
、
い
つ
ま
で
も
森
友
・
加
計

問
題
だ
け
で
国
会
を
空
転
さ
せ
ず
、

国
民
生
活
に
重
要
な
政
治
を
論
議
し

決
定
す
る
べ
き
」
と
の
声
が
御
用
学

者
、
反
動
マ
ス
コ
ミ
な
ど
か
ら
垂
れ

流
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
う
で
は
な
い
。

安
倍
政
権
が
居
直
り
と
居
座
り
を

続
け
、
悪
政
と
悪
法
を
実
行
し
て
い

る
そ
の
こ
と
こ
そ
が
、
国
民
・
人
民

と
日
本
社
会
の
危
機
を
深
刻
化
さ
せ

て
い
る
の
で
あ
る
。

安
倍
自
公
（
維
新
）
政
権
の
打
倒

こ
そ
、
国
民
・
人
民
と
日
本
社
会
の

危
機
か
ら
の
脱
却
の
第
一
歩
に
ほ
か

な
ら
な
い
。

「
膠
着
」
大
い
に
結
構
で
あ
る
。

野
党
と
市
民
運
動
、
国
民
・
人
民

に
と
っ
て
、
安
倍
政
権
追
及
の
闘
い

は
「
倒
す
か
、
屈
服
に
沈
む
か
」
と

い
う
新
次
元
に
突
入
し
て
い
る
と
覚

悟
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
事
態
は
も
う
、
最
終
的
に
解

散
総
選
挙
に
よ
っ
て
国
民
に
信
を
問

う
以
外
に
な
い
の
で
あ
る
。

野
党
と
市
民
運
動
、
国
民
・
人
民

は
、
連
続
的
永
続
的
な
徹
底
抗
戦
で
、

安
倍
自
公
（
維
新
）
政
権
の
悪
政
遂

行
を
阻
止
し
停
滞
さ
せ
、
内
閣
総
辞

職
、
解
散
総
選
挙
に
追
い
込
も
う
。

五
．
国
民
民
主
党
の
結

党
を
歓
迎
し
評
価
す

る
。

参
議
院
中
心
の
民
進
党
（
無
所

属
）
議
員
と
元
民
進
党
の
希
望
の
党

議
員
が
合
流
し
、
国
民
民
主
党
を
結

成
し
た
。

こ
の
合
流
と
結
党
に
際
し
て
は
、

希
望
の
党
を
「
反
安
倍
」
か
ら
「
反

リ
ベ
ラ
ル
」
に
誘
導
し
よ
う
と
し
た

小
池
百
合
子
氏
お
よ
び
創
立
メ
ン
バ

ー
と
の
分
岐
（
分
党
）
が
行
わ
れ
た
。

国
民
民
主
党
の
結
党
は
、
昨
年

（
二
〇
一
七
年
）
一
〇
月
総
選
挙
に

お
い
て
、
希
望
の
党
に
投
票
し
た

「
比
例
代
表
約
九
六
八
万
票
・
小
選

挙
区
約
一
一
四
四
万
票
」
の
有
権
者

の
「
安
倍
一
強
体
制
で
の
暴
走
阻

止
」
の
願
い
、
民
進
党
衆
参
全
議
員

の
「
安
倍
政
権
の
打
倒
」
の
決
意
を

復
活
さ
せ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

日
本
革
命
党
は
、
こ
の
合
流
と
結

党
を
昨
年
一
〇
月
総
選
挙
の
実
践
的

総
括
と
し
て
歓
迎
し
評
価
す
る
も
の

で
あ
る
。

六
．
野
党
と
市
民
運
動

の
共
闘
が
前
進
し
つ

つ
あ
る
。

国
民
民
主
党
の
結
党
以
来
、
議
会

の
内
外
で
国
民
民
主
党
も
含
め
た
野

党
と
市
民
運
動
が
前
進
し
つ
つ
あ
る
。
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五
月
三
日
（
木
曜
）
の
憲
法
集
会

で
は
、
民
進
党
代
表
の
大
塚
耕
平
代

表
が
、
民
進
党
の
仲
間
と
希
望
の
党

の
仲
間
と
と
も
に
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ

ー
ク
明
け
に
国
民
民
主
党
を
結
党
し
、

憲
法
集
会
に
結
集
し
た
多
く
の
国

民
・
野
党
と
協
力
し
て
闘
っ
て
い
く

と
連
帯
の
挨
拶
を
行
っ
た
。

五
月
二
二
日
（
火
曜
）
の
労
働
弁

護
団
主
催
の
「
働
き
方
法
案
反
対
の

日
比
谷
野
音
集
会
」
に
は
、
国
民
民

主
党
と
し
て
連
帯
の
挨
拶
が
行
わ
れ

た
。国

会
の
中
で
は
、
立
憲
民
主
党
、

国
民
民
主
党
、
共
産
党
、
自
由
党
、

社
民
党
と
衆
院
会
派
無
所
属
の
会
の

五
党
一
会
派
の
院
内
共
闘
が
、
安
倍

自
公
（
維
新
）
政
権
と
対
決
し
て
い

る
。新

潟
県
知
事
選
で
は
、
前
回
と
異

な
り
、
立
憲
民
主
党
も
国
民
民
主
党

も
野
党
と
市
民
の
共
闘
の
陣
営
に
参

加
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
小
池
百
合
子

氏
お
よ
び
創
立
メ
ン
バ
ー
と
の
分
岐

（
分
党
）
を
踏
ま
え
た
国
民
民
主
党

の
結
成
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
た
こ
と

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

七
．
共
闘
の
前
進
の
た

め
に
克
服
せ
ね
ば
な

ら
な
い
課
題
が
あ
る
。

五
月
二
八
日
（
月
曜
）、
立
憲
民

主
党
、
共
産
党
、
自
由
党
、
社
民
党
、

衆
院
会
派
無
所
属
の
会
と
「
安
保
法

制
の
廃
止
と
立
憲
主
義
の
回
復
を
求

め
る
市
民
連
合
（
以
下
「
市
民
連

合
」
と
略
す
）」
が
、
国
会
内
で

「
来
夏
の
参
院
選
の
連
携
確
認
」
の

意
見
交
換
会
を
開
催
し
た
。

「
参
院
選
で
は
三
二
あ
る
一
人
区
で

野
党
統
一
候
補
を
立
て
、
第
一
次
安

倍
政
権
を
退
陣
に
つ
な
げ
た

二
〇
〇
七
年
参
院
選
の
再
来
を
目
指

す
方
針
で
一
致
し
た
」
こ
と
は
大
き

な
前
進
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
大
き
な
問
題
が

発
生
し
た
。

国
民
民
主
党
が
こ
の
意
見
交
換
会

へ
の
出
席
を
拒
否
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、「
市

民
連
合
」
が
五
月
一
〇
日
に
発
表
し

た
「
政
府
の
『
正
常
化
』
を
求
め

て
」
と
の
声
明
が
問
題
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。

問
題
と
な
っ
た
の
は
「
市
民
連

合
」
の
声
明
の
次
の
部
分
で
あ
る
。

「
昨
年
一
〇
月
の
総
選
挙
の
直
前
、

民
進
党
が
希
望
の
党
へ
の
合
流
を
決

め
、
そ
れ
ま
で
構
築
し
て
き
た
市
民

と
立
憲
野
党
の
協
力
の
枠
組
み
を
大

き
く
損
ね
た
際
も
、
私
た
ち
市
民
連

合
は
全
国
各
地
の
市
民
の
皆
さ
ん
と

と
も
に
粘
り
強
く
立
憲
野
党
・
議
員

と
の
共
闘
を
模
索
し
、
憲
法
破
壊
を

企
て
る
逆
流
を
押
し
と
ど
め
ま
し
た
。」

「
二
〇
一
八
年
五
月
七
日
つ
い
に
希

望
の
党
は
崩
壊
し
、
民
進
党
と
の
再

合
流
に
よ
っ
て
国
民
民
主
党
が
結
成

さ
れ
ま
し
た
。」

こ
の
声
明
か
ら
は
、
希
望
の
党
の

議
員
候
補
者
に
対
し
て
、
共
産
党
が

主
張
し
て
い
た
よ
う
に
「
安
倍
政
権

の
補
完
勢
力
」
と
の
認
識
し
か
読
み

取
れ
な
い
の
で
あ
る
。

解
散
総
選
挙
に
せ
よ
、
来
年
の
参

院
選
挙
に
せ
よ
、
国
民
民
主
党
と
の

共
闘
や
選
挙
協
力
な
し
に
、
安
部
自

公
（
維
新
）
政
権
に
勝
利
し
、
打
倒

す
る
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
は
自
明

の
こ
と
で
あ
る
。

八
．
野
党
と
市
民
運
動

に
総
選
挙
総
括
の
や

り
直
し
を
求
め
る
。

共
産
党
は
昨
年
の
総
選
挙
で
、
小

池
百
合
子
氏
と
少
数
の
希
望
の
党
創

立
者
だ
け
を
み
て
「
希
望
の
党
の
全

体
を
安
倍
政
権
補
完
勢
力
と
規
定
」

し
、「
民
進
党
出
身
の
有
力
な
希
望

の
党
候
補
者
に
機
械
的
に
当
選
可
能

性
の
な
い
候
補
者
を
対
抗
擁
立
」
し

た
。そ

の
結
果
、
自
公
（
維
新
）
に
衆

院
三
分
の
二
を
許
す
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
総
選
挙
直
後
か
ら
、

「
希
望
の
党
は
安
倍
政
権
補
完
勢

力
」「
民
進
党
と
希
望
の
党
の
院
内

会
派
や
合
流
は
筋
が
通
ら
な
い
」
と

攻
撃
す
る
一
方
で
、
国
会
で
の
安
倍

政
権
追
及
の
闘
い
や
民
進
党
再
編
の

実
際
の
動
き
の
中
で
の
反
安
倍
色
・

野
党
色
の
鮮
明
化
の
状
況
を
踏
ま
え

「
希
望
の
党
も
含
め
た
野
党
五
党
一

会
派
の
院
内
共
闘
」
を
持
ち
上
げ
、

現
在
で
は
「
新
党
（
国
民
民
主
党
）

と
も
共
闘
強
め
る
」（
赤
旗

二
〇
一
八
年
五
月
八
日
火
曜
）
と
主

張
し
、「
希
望
の
党
（
と
国
民
民
主

党
）
は
安
倍
政
権
補
完
勢
力
論
」
を

な
し
崩
し
的
に
修
正
し
つ
つ
あ
る
。

日
本
革
命
党
は
、
こ
の
修
正
と
共

闘
の
姿
勢
を
支
持
し
評
価
す
る
も
の

で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
修
正
が
な
し
崩
し

で
あ
る
た
め
に
、
市
民
運
動
や
国
民

有
権
者
に
及
ぼ
し
た
負
の
影
響
が
色

濃
く
残
り
、
五
月
二
八
日
の
意
見
交

換
会
の
よ
う
な
事
態
を
招
い
て
い
る

の
で
あ
る
。

現
在
、
共
産
党
は
「
希
望
の
党

（
現
国
民
民
主
党
）
も
含
め
た
野
党

五
党
一
会
派
の
院
内
共
闘
」
を
持
ち

上
げ
、「
赤
旗
」
の
一
面
二
面
で
大

き
く
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
今
回
の

重
要
な
意
見
交
換
会
に
つ
い
て
「
赤

旗
」
で
は
一
言
も
触
れ
て
い
な
い
。

都
合
の
悪
い
こ
と
は
報
じ
な
い
の

か
。野

党
統
一
候
補
の
擁
立
を
追
求
す

る
中
で
、
国
民
民
主
党
の
不
参
加
は

致
命
的
な
結
果
を
も
た
ら
す
も
の
と

な
る
。

以
上
の
危
惧
は
、
日
本
革
命
党
が

「
進
路
復
刊
一
号
」「
二
号
」
で
繰
り

返
し
指
摘
し
警
告
を
発
し
て
き
た
こ

と
で
あ
る
。

日
本
革
命
党
は
、
市
民
運
動
と
共

産
党
と
社
民
党
（
と
自
由
党
）
と
立

憲
民
主
党
の
昨
年
一
〇
月
総
選
挙
で

の
選
挙
協
力
を
高
く
評
価
す
る
も
の

で
あ
る
。
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だ
が
一
方
で
、
小
池
百
合
子
氏
や

少
数
の
希
望
の
党
創
立
者
だ
け
を
見

て
「
多
数
の
民
進
党
出
身
の
候
補
者

の
全
体
を
安
倍
政
権
の
補
完
勢
力
と

規
定
」
し
「
機
械
的
に
対
立
候
補
を

擁
立
し
た
こ
と
」
に
つ
い
て
誤
り
で

あ
る
と
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。

昨
年
一
〇
月
総
選
挙
に
お
い
て
、

希
望
の
党
に
投
票
し
た
「
比
例
代
表

約
九
六
八
万
票
・
小
選
挙
区
約

一
一
四
四
万
票
」
の
有
権
者
の
「
安

倍
一
強
体
制
で
の
暴
走
阻
止
」
の
願

い
、
民
進
党
衆
参
全
議
員
の
「
安
倍

政
権
の
打
倒
」
の
決
意
、
そ
し
て
希

望
の
党
を
「
反
安
倍
」
か
ら
「
反
リ

ベ
ラ
ル
」
に
誘
導
し
よ
う
と
し
た
小

池
百
合
子
氏
お
よ
び
創
立
メ
ン
バ
ー

と
の
総
選
挙
の
最
中
か
ら
す
で
に
始

ま
っ
て
い
た
闘
い
と
分
岐
（
分
党
）

を
無
視
し
て
、
国
民
民
主
党
と
の
共

闘
や
選
挙
協
力
を
ど
の
よ
う
に
追
求

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

共
産
党
や
社
民
党
、
そ
し
て
い
く

つ
か
の
市
民
運
動
に
、
あ
ら
た
め
て
、

昨
年
一
〇
月
総
選
挙
の
総
括
の
や
り

直
し
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

九
．
野
党
は
共
闘
と
選
挙

協
力
方
針
と
政
権
構
想

を
明
ら
か
に
せ
よ
。

野
党
各
党
は
、
ま
ず
、
自
ら
の
共

闘
方
針
・
選
挙
（
協
力
）
方
針
・
政

権
構
想
を
明
ら
か
に
せ
よ
。

共
闘
方
針
・
選
挙
（
協
力
）
方

針
・
政
権
構
想
を
明
ら
か
に
し
な
い

ま
ま
に
、「
野
合
」
と
「
反
目
」
を

繰
り
返
し
て
い
て
も
、
国
民
・
人
民

の
理
解
と
支
持
は
得
ら
れ
な
い
。

政
権
構
想
の
明
示
に
あ
た
っ
て
は
、

具
体
的
な
問
題
に
対
す
る
具
体
的
な

政
策
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

・
森
友
・
加
計
問
題
に
ど
う
臨
む

か
・
消
費
税
を
ど
う
す
る
の
か

・
税
制
を
ど
う
す
る
の
か

・
社
会
保
障
（
予
算
と
施
策
）
を

ど
う
す
る
の
か

・
ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム
政
策
を

ど
う
考
え
る
か

・
働
き
方
法
案
を
ど
う
す
る
の
か

・
Ｔ
Ｐ
Ｐ
関
連
法
案
を
ど
う
す
る

の
か

・
カ
ジ
ノ
法
案
を
ど
う
す
る
の
か

・
財
政
政
策
を
ど
う
す
る
の
か

・
金
融
政
策
を
ど
う
す
る
の
か

・
憲
法
を
ど
う
す
る
の
か

・
日
米
安
保
条
約
を
ど
う
す
る
の

か
・
安
保
法
制
を
ど
う
す
る
の
か

・
沖
縄
県
辺
野
古
基
地
問
題
な
ど

を
ど
う
す
る
の
か

・
核
兵
器
禁
止
条
約
に
ど
う
臨
む

の
か

・
地
方
自
治
体
首
長
選
を
ど
う
す

る
の
か

　
（
日
本
革
命
党
は
、
新
潟
県
知

事
選
と
と
も
に
、
滋
賀
県
知
事

選
に
注
目
し
て
い
る
）

・
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
と

の
関
係
（
日
朝
平
壌
宣
言
）
を

ど
う
す
る
の
か

・
原
発
（
再
稼
動
）
を
ど
う
す
る

の
か

な
ど
な
ど
で
あ
る
。

具
体
的
な
政
権
政
策
構
想
を
明
ら

か
に
し
て
は
じ
め
て
「
ど
ん
な
共
闘

が
可
能
か
」「
ど
こ
ま
で
選
挙
協
力

で
き
る
か
」「
安
倍
政
権
に
か
わ
る

ど
ん
な
政
権
を
作
れ
る
の
か
、
関
わ

る
こ
と
が
で
き
る
の
か
」
を
摺
り
あ

わ
せ
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

こ
の
共
闘
方
針
・
選
挙
（
協
力
）

方
針
・
政
権
構
想
の
明
示
と
摺
り
合

わ
せ
の
中
で
、
野
党
各
党
が
そ
の
有

効
性
を
競
い
合
い
、
自
党
の
支
持
拡

大
を
目
指
す
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ

る
。そ

の
勢
力
と
支
持
に
よ
っ
て
、
安

倍
政
権
に
か
わ
る
国
民
主
権
政
府
の

性
格
が
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
日
本
革
命
党
は
、
新
た
な

社
会
主
義
革
命
像
を
提
起
し
つ
つ
あ

り
、
社
会
主
義
派
へ
の
国
民
・
人
民

の
支
持
を
拡
大
す
る
観
点
か
ら
、
不

破
哲
三
・
日
本
共
産
党
社
会
科
学
研

究
所
長
の
「
未
来
社
会
論
」
に
反
対

す
る
も
の
で
あ
る
。

一
〇
．
国
民
民
主
党
を

含
め
た
選
挙
協
力
と

政
権
協
議
の
開
始
を

呼
び
か
け
る
。

野
党
各
党
は
、
自
ら
の
政
権
政
策

構
想
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
早

期
に
、
国
民
民
主
党
を
含
め
た
共
闘

と
選
挙
協
力
と
政
権
協
議
に
入
る
べ

き
で
あ
る
。

現
在
の
「
安
倍
内
閣
追
及
」
の
闘

い
に
お
い
て
選
挙
協
力
と
政
権
協
議

が
で
き
ず
、
来
年
の
参
院
選
を
目
標

と
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
と
し
た

ら
、
そ
れ
は
時
間
稼
ぎ
の
先
延
ば
し

に
ほ
か
な
ら
ず
、
来
年
の
参
院
選
に

期
待
通
り
の
結
果
を
も
た
ら
す
の
か

さ
え
疑
問
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

何
よ
り
も
、
来
年
の
参
院
選
で
野

党
が
勝
利
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
れ

だ
け
で
は
自
公
（
維
新
）
政
権
を
か

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

逆
に
、
現
在
の
闘
い
に
お
い
て
、

国
民
民
主
党
を
含
め
た
共
闘
と
選
挙

協
力
と
政
権
協
議
に
入
る
こ
と
が
で

き
れ
ば
、「
現
在
に
お
け
る
解
散
・

総
選
挙
と
国
民
主
権
勢
力
の
勝
利
」

の
可
能
性
を
拓
き
、
解
散
・
総
選
挙

が
実
現
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
も

「
来
年
の
参
院
選
で
の
野
党
勝
利
」

の
展
望
を
切
り
拓
く
も
の
と
な
る
の

で
あ
る
。

一
一
．
共
闘
を
拡
げ
、

統
一
戦
線
を
結
成
し
、

広
範
な
国
民
と
人
民

を
結
集
さ
せ
よ
う
。

安
倍
内
閣
を
追
及
し
打
倒
す
る
た

め
に
も
、
野
党
に
国
会
内
外
で
の
共

闘
や
選
挙
協
力
や
政
権
政
策
構
想
の

摺
り
合
わ
せ
を
行
わ
せ
る
た
め
に
も
、
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市
民
運
動
と
国
民
・
人
民
の
闘
い
の

強
化
と
広
範
化
は
不
可
欠
で
あ
る
。

江
東
区
の
東
京
臨
海
広
域
防
災
公

園
で
の
五
・
三
憲
法
集
会
に
は
、
主

催
者
発
表
で
六
万
人
の
人
々
が
結
集

し
た
。

こ
の
集
会
で
は
、「
安
倍
九
条
改

憲
Ｎ
Ｏ
！
憲
法
を
生
か
す
全
国
統
一

署
名
」
が
四
月
末
で
一
三
五
〇
万
名

に
達
し
た
と
の
報
告
が
さ
れ
た
。

一
方
、
反
動
派
は
「
憲
法
改
正
賛

同
者
拡
大
運
動
」
の
署
名
を
二
月
末

で
一
〇
〇
二
万
名
集
め
た
と
発
表
し

て
い
る
。

安
倍
自
公
（
維
新
）
政
権
打
倒
、

国
民
主
権
政
府
樹
立
の
闘
い
を
、
質

量
と
も
に
強
化
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
闘
い
の
強
化
の
核
心
は
、

共
闘
と
統
一
戦
線
で
あ
る
。

野
党
に
国
会
内
外
で
の
共
闘
や
選

挙
協
力
や
政
権
政
策
構
想
の
摺
り
合

わ
せ
を
求
め
る
と
と
も
に
、
個
人
と

団
体
が
可
能
な
と
こ
ろ
か
ら
連
携
と

共
闘
を
行
い
、
そ
れ
を
繋
げ
て
い
く

こ
と
、
こ
の
繋
が
り
を
統
一
戦
線
へ

と
結
実
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。

安
倍
自
公
（
維
新
）
政
権
と
の
闘

い
は
、「
倒
す
か
、
屈
服
に
沈
む

か
」
と
い
う
新
次
元
に
突
入
し
て
お

り
、
連
続
的
永
続
的
な
も
の
と
せ
ね

ば
な
ら
ず
「
統
一
戦
線
」
を
「
恒
常

的
」
な
機
関
と
し
て
構
築
せ
ね
ば
な

ら
な
い
。

「
共
闘
」
と
「
統
一
戦
線
」
は
、「
統

一
署
名
」
の
一
三
五
〇
万
名
を
超
え

る
さ
ら
に
広
範
な
国
民
・
人
民
に
対

し
て
「
尊
厳
あ
る
人
生
を
回
復
し
獲

得
す
る
た
め
の
主
権
者
意
識
」
を
訴

え
、
国
民
・
人
民
運
動
と
し
て
日
本

の
民
主
主
義
を
獲
得
し
直
す
闘
い
と

せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

日
本
革
命
党
は
、
全
力
で
こ
の
連

携
と
共
闘
と
統
一
戦
線
を
追
求
し
て

い
く
。　

　
　
　
　
（
日
本
革
命
党
）

憲
法
集
会
に
六
万
人
が
結
集
！

五
月
三
日
（
木
曜
）、
東
京
都
江

東
区
の
東
京
臨
海
広
域
防
災
公
園
に

て
「
九
条
改
憲
Ｎ
Ｏ
！
平
和
と
い
の

ち
と
人
権
を　

五
・
三
憲
法
集
会
」

が
開
催
さ
れ
た
。

主
催
は
「
五
・
三
憲
法
集
会
実
行

委
員
会
（
以
下
「
実
行
委
員
会
」
と

略
す
）」
で
、
協
賛
は
「
戦
争
さ
せ

な
い
・
九
条
壊
す
な
！
総
が
か
り
行

動
委
員
会
（
以
下
「
総
が
か
り
行

動
」
と
略
す
）」「
安
保
法
制
の
廃
止

と
立
憲
主
義
の
回
復
を
求
め
る
市
民

連
合
（
以
下
「
市
民
連
合
」
と
略

す
）」
で
あ
る
。

集
会
で
は
、「
実
行
委
員
会
」
の

高
田
健
さ
ん
が
主
催
者
を
代
表
し
て

「
国
民
の
支
持
を
失
っ
て
い
る
安
倍

政
権
を
私
た
ち
の
手
で
倒
そ
う
」
と

訴
え
た
。

一
橋
大
学
名
誉
教
授
の
山
内
敏
弘

さ
ん
、
作
家
の
落
合
恵
子
さ
ん
、

「
市
民
連
合
」
の
諏
訪
原
健
さ
ん
が

連
帯
の
挨
拶
を
行
っ
た
。

【
九
条
改
憲
Ｎ
Ｏ
！
署
名
一
三
五
〇

万
人
】

「
九
条
改
憲
Ｎ
Ｏ
！
全
国
市
民
ア
ク

１．ホームページ開設のお知らせ
　　・5 月 21 日（2018 年）、日本革命党のホームページを開設しました。
　　　　http://j-rp.com/　
　　・地域や「進路」の部数の制約を越えた広報と対話を行っていきます。
　　・連絡先メールアドレスを開設しています。
　　　　represent@j-rp.com
　　　　意見・提案・疑問・批判などをお寄せください。

２．共闘・共同・入党の呼びかけ
　　・団体に交流と共闘を訴えます。
　　・個人に交流と共同を訴えます。
　　・入党を訴えます。
　　・寄付をお願いします。
　　　　郵便振替 　00140-2-265780 　　　　（口座名義）武市徹
　　　　銀行振込　　郵貯：店名 019 当座 0265780 

お知らせと呼びかけ

憲法集会に六万人が結集！
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シ
ョ
ン
」
の
長
尾
ゆ
り
さ
ん
か
ら
、

三
千
万
人
を
目
標
と
し
た
「
安
倍
九

条
改
憲
Ｎ
Ｏ
！
全
国
統
一
署
名
」
が
、

四
月
末
で
一
三
五
〇
万
人
を
越
え
た

と
報
告
さ
れ
た
。

「
総
が
か
り
行
動
」
の
福
山
真
劫
さ

ん
が
「
三
千
万
人
署
名
を
集
め
き
り
、

野
党
と
連
帯
し
て
闘
っ
て
安
倍
政
権

を
倒
そ
う
」
と
提
起
し
た
。

立
憲
民
主
党
の
枝
野
代
表
、
民
進

党
の
大
塚
代
表
、
共
産
党
の
志
位
委

員
長
、
社
民
党
の
又
市
党
首
が
挨
拶

を
行
い
、
自
由
党
の
小
沢
代
表
が
メ

ッ
セ
ー
ジ
を
寄
せ
、
会
場
に
は
新
社

会
党
の
姿
も
見
え
た
。

民
進
党
の
大
塚
代
表
は
、「
ゴ
ー

ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
明
け
に
民
進
党
と

希
望
の
党
の
仲
間
が
合
流
し
、
国
民

民
主
党
と
し
て
野
党
と
多
く
の
み
な

さ
ん
と
と
も
に
闘
っ
て
い
く
」
と
決

意
表
明
を
行
っ
た
。

日
本
革
命
党
は
、「
国
民
民
主

党
」
の
結
成
を
歓
迎
し
、
安
倍
政
権

打
倒
で
の
野
党
と
市
民
運
動
の
共
闘

─
選
挙
協
力
に
期
待
す
る
も
の
で
あ

る
。こ

の
集
会
に
は
主
催
者
発
表
で

六
万
人
も
の
人
々
が
参
加
し
た
。

【
右
翼
反
動
派
の
改
憲
署
名
一
〇
〇

二
万
人
】

一
方
で
、
右
翼
反
動
派
の
「
美
し

い
日
本
の
憲
法
を
作
る
会
」
は
、
本

年
（
二
〇
一
八
年
）
二
月
末
ま
で
に

約
一
〇
〇
二
万
人
の
「
憲
法
改
正
賛

同
者
拡
大
署
名
」
を
集
め
て
お
り
、

市
民
と
野
党
の
共
闘
と
運
動
の
さ
ら

な
る
強
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

統
一
戦
線
の
結
成
と
こ
れ
を
テ
コ

と
し
た
国
民
人
民
へ
の
幅
広
い
働
き

か
け
が
必
要
で
あ
る
。

【
安
倍
九
条
改
憲
反
対
に
合
流
し
創

憲
を
訴
え
る
】

同
時
に
、
わ
が
党
は
基
本
的
人

権
・
民
主
・
平
和
の
日
本
の
実
現
の

た
め
に
は
、
民
主
的
創
憲
（
改
憲
）

が
必
要
で
あ
る
と
訴
え
る
も
の
で
あ

る
。非

正
規
・
不
安
定
雇
用
の
人
々
、

低
年
金
・
無
年
金
の
高
齢
者
、
障
害

者
・
病
者
・
ひ
き
こ
も
り
の
人
々
、

養
育
放
棄
さ
れ
る
乳
幼
児
・
児
童
な

ど
の
問
題
を
、
活
憲
や
護
憲
だ
け
で

解
決
で
き
る
の
か
。

現
憲
法
を
含
め
た
現
体
制
を
「
守

る
」
こ
と
に
と
ど
め
ず
「
守
り
、
変

え
る
」こ
と
こ
そ
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

【
点
を
線
に
繋
げ
、線
を
面
に
拡
げ
る
】

こ
の
集
会
で
は
嬉
し
い
こ
と
が
あ

っ
た
。

元
同
僚
Ｓ
氏
が
静
岡
県
か
ら
上
京

し
こ
の
集
会
で
合
流
す
る
こ
と
が
で

き
、
元
同
僚
の
Ｋ
氏
が
こ
の
集
会
に

参
加
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。

Ｋ
氏
Ｓ
氏
と
は
、
数
日
後
、
あ
ら

た
め
て
話
し
合
い
を
も
ち
、
今
後
の

情
報
交
換
と
協
力
を
約
束
す
る
こ
と

が
で
き
た
。

そ
の
後
、
Ｋ
氏
か
ら
は
日
本
革
命

党
と
進
路
へ
の
賛
同
や
疑
問
や
批
判

も
含
む
一
〇
頁
に
及
ぶ
意
見
書
を
提

示
い
た
だ
い
た
。

点
を
線
に
繋
ぎ
、
線
を
面
に
拡
げ
、

現
実
政
治
を
変
革
し
て
い
く
決
意
を

新
た
に
し
た
。

（
武
市　

徹
）

高
プ
ロ
・
裁
量
労
働
制
は
い
ら
な
い
！

日
比
谷
野
音
集
会

五
月
二
二
日
（
火
曜
）、「
高
プ

ロ
・
裁
量
労
働
制
は
い
ら
な
い
！
日

比
谷
野
音
集
会
」
が
日
本
労
働
弁
護

団
の
主
催
で
開
催
さ
れ
た
。

【
野
党
六
党
と
労
働
三
団
体
が
結
集
】

翌
二
三
日
（
水
曜
）
に
は
衆
院
厚

生
労
働
委
員
会
で
「
働
き
方
改
革
法

案
」
が
、
自
民
・
公
明
・
維
新
に
よ

っ
て
強
行
採
決
さ
れ
る
と
の
情
報
が

あ
る
中
で
、
集
会
に
は
立
憲
民
主
党
、

国
民
民
主
党
、
共
産
党
、
自
由
党
、

社
民
党
、（
会
場
に
新
社
会
党
）
が

駆
け
つ
け
、
連
合
、
全
労
協
、
全
労

連
の
労
働
三
団
体
が
結
集
し
て
会
場

を
埋
め
た
。

こ
の
闘
い
は
全
国
で
展
開
さ
れ
、

札
幌
、
名
古
屋
、
大
阪
、
福
岡
（
北

九
州
）
で
の
同
時
集
会
や
行
動
が
会

場
で
中
継
さ
れ
た
。

本
集
会
後
の
デ
モ
の
コ
ー
ル
は
次

の
通
り
で
あ
る
。

・
高
プ
ロ
制
度
は　

過
労
死
促
進

・
労
働
時
間
の　

規
制
を
外
す
な

・
二
四
時
間　

働
か
せ
る
な

・
一
括
法
案　

絶
対
通
す
な

・
で
た
ら
め
デ
ー
タ
で　
法
案
通
す
な

・
ウ
ソ
ツ
キ
答
弁　

大
臣
ヤ
メ
ロ

・
雇
用
を
壊
す
な　

命
を
守
れ

・
野
党
は
共
闘　

一
致
団
結

・
安
倍
政
権
は　

今
す
ぐ
退
陣

【
労
働
弁
護
団
が
果
た
し
た
大
き
な

日比谷野音集会に野党と労働三団体が結集（5月22日）
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役
割
】

日
本
革
命
党
は
、
こ
の
集
会
に
お

け
る
野
党
と
労
働
三
団
体
の
共
闘
を

評
価
し
、
主
催
し
た
日
本
労
働
弁
護

団
の
働
き
に
敬
意
を
表
し
今
後
の
役

割
に
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。

野
党
六
党
と
労
働
三
団
体
の
参
加

は
、
選
挙
共
闘
を
促
す
と
と
も
に
、

基
本
的
人
権
・
民
主
・
平
和
の
日
本

の
将
来
像
と
政
権
の
枠
組
み
を
示
す

も
の
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

日
本
革
命
党
は
こ
の
可
能
性
を
追

求
し
て
と
も
に
闘
う
。

本
集
会
に
つ
い
て
は
、
労
働
弁
護

団
の
Ｍ
弁
護
士
よ
り
情
報
提
示
と
参

加
勧
誘
を
い
た
だ
い
た
。

重
要
な
集
会
と
考
え
、
Ｍ
弁
護
士

の
了
解
の
も
と
『
週
刊
金
曜
日
』
の

「
は
ら
っ
ぱ
で
」
に
情
報
を
送
っ
た

が
、
掲
載
さ
れ
な
か
っ
た
。

五
月
二
〇
日
（
日
曜
）
の
友
愛
政

治
塾
（
第
二
回
）
に
お
い
て
、
村
岡

到
さ
ん
の
了
解
の
も
と
「
労
働
弁
護

団
の
ち
ら
し
」
を
配
布
し
た
。

（
武
市　

徹
）

『
友
愛
政
治
塾
（
第
一
回
）

講
師
：
杉
浦
ひ
と
み
弁
護
士
』
の
報
告

四
月
一
日
（
日
曜
）、
文
京
シ
ビ

ッ
ク
セ
ン
タ
ー
に
て
、
二
〇
一
八
年

度
第
一
回
友
愛
政
治
塾
（
事
務
局
：

ロ
ゴ
ス
村
岡
到
さ
ん
〇
三
─

五
八
四
〇
─
八
五
二
五
）
が
開
催
さ

れ
た
。

さ
ま
ざ
ま
な
論
議
が
交
わ
さ
れ
た

が
、
こ
の
報
告
で
は
杉
浦
ひ
と
み
弁

護
士
の
講
演
「
弁
護
士
の
社
会
的
使

命
と
は
」
の
概
要
と
わ
た
し
の
発
言

に
絞
っ
て
報
告
す
る
。

一
．
杉
浦
弁
護
士
の
「
閉

ざ
さ
れ
た
社
会
」
の

問
題
提
起
の
重
要
性

杉
浦
ひ
と
み
弁
護
士
が
次
の
要
旨

の
発
言
を
し
た
。

（
一
）
弁
護
士
が
法
的
に
課
さ
れ
た

使
命

（
二
）
事
件
を
通
じ
て
果
た
せ
る
使
命

①
刑
事
弁
護

・
黒
を
白
に
す
る
こ
と
は
し
な
い

・ 

被
害
者
を
支
援
し
、（
反
省
す
る
）

　

加
害
者
を
受
け
入
れ
る
社
会

②
少
年
事
件 

・
厳
罰
化
へ
の
法
改
正
が
繰
り
返

さ
れ
て
い
る
が
阻
止
の
た
め
の

活
動

・
成
人
年
齢
を
一
八
歳
に
し
よ
う

と
す
る
動
き
に
注
意

・
子
ど
も
の
世
界
は
狭
い
、
家
庭

と
学
校
と
わ
ず
か
な
近
隣
、
そ

れ
ら
が
健
全
で
な
い
と
き
は
？

・
子
ど
も
と
の
関
係
は
、
だ
ま
さ

れ
て
も
だ
ま
さ
な
い

③
犯
罪
被
害
者

　
「
被
害
者
保
護
制
度
」

④
閉
ざ
さ
れ
た
社
会
に
法
律
が
入

っ
て
い
く

・
会
社
（
セ
ク
ハ
ラ
、
パ
ワ
ハ
ラ
）

・
家
庭
（
Ｄ
Ｖ
、
モ
ラ
ハ
ラ
）

・
学
校
（
い
じ
め
、
体
罰
、
指
導
、

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
）

・
福
祉
施
設
（
保
護
者
不
在
、
密

室
、
自
己
肯
定
感
の
喪
失
）

・
消
費
者
事
件
（
自
由
意
志
取
引

と
い
う
幻
想
、
先
物
取
引
）

⑤
差
別
さ
れ
た
分
野
に
個
人
の
平

等
な
価
値
を
い
れ
る

・
二
〇
〇
〇
年
五
月
二
四
日 

児
童
虐
待
防
止
法

・
二
〇
〇
一
年
四
月
一
三
日 

Ｄ
Ｖ
法

・
二
〇
〇
五
年
一
一
月
九
日 

高
齢
者
虐
待
防
止
法

・
二
〇
一
一
年
六
月
二
四
日 

障
害
者
虐
待
防
止
法

⑥
裁
判
を
し
て
得
ら
れ
る
も
の

ア
、
法
的
に
勝
利
す
る

イ
、 

戦
う
過
程
で
自
分
が
強
く

な
る

ウ
、
支
援
を
得
て
励
ま
さ
れ
る

⑦
法
律
制
度
の
作
成
、
改
善

・
裁
判
を
通
じ
て
（
違
憲
判
決
、

議
員
議
会
へ
の
働
き
か
け
、
法

改
正
）

　

例
：
安
保
法
制
違
憲
訴
訟

・
ロ
ビ
ー
活
動
を
通
じ
て　

　

例
：
空
襲
被
害
者
救
済
法

（
三
）
弁
護
士
会
の
活
動

（
四
）
そ
の
他
外
部
で
の
活
動　

・
全
国
空
襲
被
者
連
絡
協
議
会

・
森
友
・
加
計
問
題
の
幕
引
き
を

許
さ
な
い
市
民
の
会

二
．
憲
法
評
価
と
一
九

四
五
年
敗
戦
ま
で
の

総
括
が
必
要

わ
た
し
は
次
の
要
旨
の
問
題
提
起

を
し
た
。

（
一
）
杉
浦
弁
護
士
の
「
閉
ざ
さ
れ

た
社
会
」
と
の
問
題
提
起
は
重
要

と
思
う
。

日
本
に
お
い
て
は
「
会
社
」「
家

庭
」「
学
校
」
な
ど
に
と
ど
ま
ら
ず

「
地
域
町
内
会
自
治
会
」「
ネ
ッ
ト
」

な
ど
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
単
位
が
「
閉

ざ
さ
れ
た
社
会
化
」
し
て
お
り
、
人

権
・
民
主
・
平
和
を
阻
害
し
て
い
る
。

法
律
に
よ
る
歯
止
め
、
確
か
な
情

報
の
確
保
と
提
供
、
制
度
の
改
革
、

交
流
や
運
動
に
よ
っ
て
、
開
か
れ
た

単
位
・
社
会
に
し
て
い
く
必
要
が
あ

る
。

（
二
）
人
権
・
民
主
・
平
和
に
と
っ

て
現
憲
法
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を

果
た
し
て
い
る
の
か
。

戦
前
の
帝
国
憲
法
に
比
し
て
、

「
主
権
在
民
」「
男
女
平
等
」「
平
和

主
義
」
な
ど
画
期
的
で
あ
る
が
、
現

在
の
反
動
に
関
し
て
、「
現
憲
法
の

欠
落
や
不
整
合
」「
人
権
規
定
な
ど

の
抽
象
性
」「
三
権
分
立
へ
の
疑
念

（
六
条
、
七
九
条
、
八
〇
条
）」「
憲

法
の
最
高
法
規
性
の
条
約
と
の
関
係

で
の
疑
念
（
九
八
条
）」
な
ど
が
原

因
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
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（
三
）
憲
法
の
前
文
に
お
い
て
、

一
九
四
五
年
の
敗
戦
に
至
る
日
本

の
歴
史
を
総
括
し
て
い
な
い
。

新
憲
法
の
制
定
は
、
国
民
人
民
に

よ
る
歴
史
の
総
括
の
う
え
で
行
わ
れ

血
肉
化
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

杉
浦
弁
護
士
は
「
空
襲
被
害
者
救

済
法
」
の
成
立
の
た
め
に
尽
力
さ
れ

て
い
る
。

日
本
政
府
は
こ
れ
ま
で
空
襲
被
害

者
や
旧
植
民
地
出
身
軍
人
軍
属
（
戦

犯
を
含
む
）
へ
の
補
償
要
求
を
一
顧

だ
に
せ
ず
、
一
方
、
侵
略
戦
争
に
動

員
し
た
軍
人
軍
属
へ
の
恩
給
や
戦
傷

病
者
援
護
は
優
遇
し
て
、
自
民
党
・

保
守
勢
力
の
支
持
基
盤
（
票
田
）
と

し
て
き
た
。

戦
前
の
帝
国
主
義
体
制
と
基
盤
を

な
し
崩
し
的
に
継
承
し
て
お
り
、
憲

法
は
必
ず
し
も
そ
の
歯
止
め
と
な
っ

て
い
な
い
。

三
．
杉
浦
弁
護
士
の
回

答
と
質
疑
、
村
岡
到

さ
ん
か
ら
の
機
会
の

提
供

（
一
）
憲
法
の
人
権
規
定
な
ど
の
抽

象
性
に
関
し
て
、
杉
浦
弁
護
士
は

次
の
主
旨
の
回
答
発
言
を
し
た
。

「
細
か
く
具
体
的
な
規
定
で
は
、
当

て
は
ま
ら
な
い
問
題
が
救
え
な
い
と

い
う
問
題
も
考
え
う
る
」

「
大
き
く
定
義
し
て
人
権
や
民
主
主

義
を
幅
広
く
対
象
と
し
て
い
く
考
え

方
も
あ
る
」

「
ド
ラ
え
も
ん
の
ポ
ケ
ッ
ト
の
よ
う

に
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
取
り
出
せ

る
」

（
二
）
わ
た
し
は
、
次
の
主
旨
の
問

題
提
起
を
再
度
行
っ
た
。

「
護
憲
派
の
法
曹
人
が
よ
く
使
う
論

理
だ
が
、
ド
ラ
え
も
ん
の
ポ
ケ
ッ
ト

か
ら
は
何
も
出
て
こ
な
い
か
も
し
れ

な
い
」

「
抽
象
的
な
規
定
で
は
逆
に
安
倍
政

権
ら
の
解
釈
に
よ
っ
て
切
り
縮
め
ら

れ
る
ば
か
り
と
い
う
の
が
現
実
で
は

な
い
の
か
」

「
法
律
と
は
本
来
、
勝
手
な
解
釈
を

許
さ
な
い
規
定
に
よ
っ
て
、
人
権
や

民
主
主
義
や
平
和
を
守
る
機
能
を
発

揮
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
」

（
三
）
事
務
局
の
村
岡
到
さ
ん
か
ら
、

次
の
機
会
を
提
供
い
た
だ
い
た
。

・「
軍
人
軍
属
の
恩
給
や
戦
傷
病

者
援
護
の
優
遇
」
に
つ
い
て
、

季
刊
雑
誌
「
フ
ラ
タ
ニ
テ
ィ
第

一
〇
号
二
〇
一
八
年
五
月
」
の

読
者
の
声
欄
（
ｐ
七
〇
）
に
投

稿
し
掲
載
い
た
だ
い
た
。

・「
日
本
国
憲
法
の
歴
史
的
限
界
」

に
つ
い
て
、
友
愛
政
治
塾

二
〇
一
八
夏
合
宿
（
八
月
一
一

日
土
曜
・
一
二
日
日
曜
）
で
報

告
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

っ
た
。

学
習
会
・
討
論
会
・
集
会
・
対
話

交
流
・
デ
モ
・
選
挙
・
読
書
な
ど
か

ら
学
び
、
変
革
の
思
想
と
政
策
と
運

動
を
深
化
し
強
め
て
い
く
。

（
武
市　

徹
）

『
友
愛
政
治
塾
（
第
二
回
）

講
師
：
丹
羽
宇
一
郎
氏
』
の
報
告

五
月
二
〇
日
（
日
曜
）、
文
京
区

民
セ
ン
タ
ー
に
て
、
第
二
回
友
愛
政

治
塾
（
事
務
局
：
ロ
ゴ
ス
村
岡
到
さ

ん
）
が
開
催
さ
れ
た
。

こ
の
報
告
で
は
丹
羽
宇
一
郎
氏

（
元
中
国
大
使
、
元
伊
藤
忠
商
事
会

長
・
社
長
）
の
講
演
「
日
本
の
国
是

と
将
来
像
」
の
概
要
と
主
要
な
論
議

に
つ
い
て
要
約
し
て
報
告
す
る
。

一
．「
日
本
は
戦
争
に
近

づ
い
て
は
い
け
な
い

国
」「
日
本
の
将
来
像

を
」

講
師
の
丹
羽
氏
は
次
の
要
旨
の
発

言
を
し
た
。

（
一
）
現
在
の
情
勢
は
、
嘘
の
公
文

書
や
答
弁
の
う
え
で
国
家
が
運
営

さ
れ
、
法
律
が
決
ま
っ
て
い
っ
て

お
り
、
日
本
は
戦
争
に
近
づ
い
て

い
る
。

（
二
）
最
終
的
な
分
岐
は
、「
戦
争
に

近
づ
か
な
い
」
こ
と
で
あ
る
。
食

料
自
給
率
（
三
九
％
）
や
エ
ネ
ル

ギ
ー
自
給
率
（
八
％
）
を
考
え
れ

ば
、
日
本
は
絶
対
に
戦
争
を
し
て

は
い
け
な
い
国
で
あ
る
。

（
三
）
野
党
や
市
民
運
動
が
安
倍
政

権
へ
の
反
対
運
動
を
行
っ
て
い
る

が
何
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
一
オ

ク
タ
ー
ブ
上
げ
た
運
動
を
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
と
早
稲
田
大
学
で

山
口
氏
に
も
話
し
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。
学
者
や
マ
ス
コ
ミ
が
も
っ
と

大
き
な
声
を
上
げ
る
べ
き
と
思
う

が
、
な
ぜ
で
き
な
い
の
か
。

（
四
）
野
党
が
分
裂
し
て
い
て
勝
て

る
は
ず
が
な
い
。
わ
た
し
は
共
産

党
が
嫌
い
だ
が
、
昨
年
一
〇
月
の

衆
院
選
で
の
野
党
共
闘
は
さ
す
が

で
あ
る
。
一
つ
の
選
挙
区
で
与
党

対
野
党
の
統
一
候
補
の
構
図
が
出

来
れ
ば
状
況
は
変
わ
っ
て
く
る
。

（
五
）
国
民
の
支
持
を
得
る
た
め
に

は
、
何
を
変
え
よ
う
と
し
て
い
る

の
か
考
え
て
提
示
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
こ
と
を
明
確
に
す

る
た
め
に
は
、
現
在
の
日
本
で
誰

が
勝
者
で
誰
が
敗
者
な
の
か
第
二

次
大
戦
ま
で
の
総
括
が
必
要
だ
が
、

な
さ
れ
て
い
ず
、
日
本
に
は
現
代

史
が
存
在
し
な
い
状
況
で
あ
る
。

（
六
）
こ
の
状
況
を
放
置
す
る
な
ら
、

日
本
は
ま
す
ま
す
世
界
の
中
で
沈

没
し
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
危
険

な
状
況
で
あ
る
。

（
七
）
日
本
の
未
来
像
を
描
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
人
間
の
二
つ

の
限
界
「
兵
糧
攻
め
（
経
済
封

鎖
）」「
弱
肉
強
食
（
ジ
ャ
ン
グ
ル

の
掟
）」
を
克
服
で
き
る
の
か
、
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み
な
さ
ん
は
ど
う
考
え
る
の
か
聞

い
て
み
た
い
。

二
．
参
加
者
か
ら
の
質

問
と
回
答
、
参
加
者

間
の
論
議

（
一
）
学
者
や
マ
ス
コ
ミ
の
声
が
な

か
な
か
大
き
く
な
ら
な
い
の
は
、

「
干
さ
れ
る
（
心
配
が
あ
る
）」
か

ら
だ
と
思
う
。

→
（
丹
羽
氏
）『
週
刊
金
曜
日
』

が
取
材
に
来
て
「
気
を
つ
け
て
く

だ
さ
い
」
と
言
っ
て
い
た
。
わ
た

し
は
ど
ん
ど
ん
発
言
し
て
い
く
が
、

後
ろ
を
振
り
向
い
た
ら
誰
も
い
な

い
と
い
う
こ
と
で
は
、
個
人
だ
け

で
闘
う
こ
と
は
難
し
い
の
か
も
し

れ
な
い
。
ち
な
み
に
、
わ
た
し
は

『
週
刊
金
曜
日
』
を
知
ら
な
か
っ

た
が
妻
は
知
っ
て
い
た
。

〈『
週
刊
金
曜
日
』
の
六
月
一
日

一
一
八
六
号
ｐ
二
四
に
取
材
記
事

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
〉

（
二
）
安
倍
政
権
の
も
と
で
嘘
の
公

文
書
や
答
弁
に
基
づ
き
、
働
き
方

改
革
な
ど
法
律
が
決
ま
っ
て
い
く

が
、
財
界
は
安
倍
政
権
に
対
し
て

ど
の
よ
う
な
距
離
感
を
も
っ
て
い

る
の
か
が
わ
か
れ
ば
教
え
て
欲
し

い
。（
武
市
）

→
（
丹
羽
氏
）
財
界
と
し
て
安
倍

政
権
を
支
持
す
る
と
か
し
な
い
と

か
は
な
く
、
政
治
に
は
距
離
を
置

い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
政
権

と
対
応
し
て
い
る
の
は
財
界
団
体

の
事
務
局
で
、
彼
ら
は
官
僚
と
同

じ
で
官
僚
と
異
な
る
対
応
は
し
な

い
し
で
き
な
い
。

　

働
き
方
改
革
法
案
に
つ
い
て
は
、

現
場
の
声
を
聞
い
て
い
な
い
法
律

は
意
味
も
有
効
性
も
持
た
な
い
と

思
う
。

（
三
）
安
倍
政
権
下
で
、
武
器
輸
出

三
原
則
が
骨
抜
き
に
さ
れ
、
輸
出

に
前
の
め
り
に
な
る
企
業
も
出
て

き
て
い
る
が
、
そ
れ
は
国
際
社
会

で
築
か
れ
た
日
本
の
信
用
を
崩
す

懸
念
も
あ
る
と
思
う
。
財
界
と
し

て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の

か
、
わ
か
れ
ば
教
え
て
欲
し
い
。

→
（
丹
羽
氏
）
財
界
と
し
て
ど
う

と
か
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
企

業
ト
ッ
プ
の
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
・
哲

学
に
よ
っ
て
企
業
方
針
は
決
ま
る
。

こ
の
会
場
の
よ
う
に
、
社
長
や
講

師
が
発
言
し
て
「
何
か
な
い
か
」

と
聞
い
て
も
な
か
な
か
意
見
は
出

て
こ
ず
、
社
長
の
考
え
で
実
行
さ

れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
四
）
森
友
や
加
計
で
こ
れ
だ
け
国

民
や
野
党
が
批
判
し
て
い
る
の
に
、

安
倍
首
相
や
昭
恵
夫
人
が
連
れ
立

っ
て
外
国
を
歴
訪
し
、
に
こ
や
か

に
笑
っ
て
い
ら
れ
る
神
経
が
理
解

で
き
な
い
が
…
…

→
（
丹
羽
氏
）
生
ま
れ
な
が
ら
に

上
流
階
級
で
あ
り
、
そ
れ
が
普
通

の
こ
と
で
お
か
し
い
と
は
思
っ
て

い
な
い
の
で
は
。
わ
た
し
が
中
国

大
使
の
と
き
に
は
、
妻
は
ほ
と
ん

ど
同
席
さ
せ
て
い
ず
、
例
外
的
に

同
行
す
る
場
合
も
自
費
を
貫
い
た
。

（
五
）「
選
挙
に
お
け
る
野
党
統
一
候

補
」
に
賛
成
だ
が
、「
共
産
党
が

嫌
い
」
と
い
う
理
由
は
何
か
。

（
武
市
）

→
（
丹
羽
氏
）
大
学
の
自
治
会
の

と
き
か
ら
今
日
ま
で
、
共
産
党
の

人
間
と
話
し
て
い
る
と
誰
も
同
じ

こ
と
し
か
言
わ
な
い
。
自
分
の
頭

で
考
え
ろ
と
言
い
た
い
。

（
六
）
共
産
党
の
そ
う
い
う
姿
は
、

民
主
集
中
制
と
官
僚
制
、
前
衛
党

（
唯
一
）
論
、
自
ら
を
科
学
的
社

会
主
義
と
い
う
観
念
論
に
規
定
さ

れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
が
ど
う

か
。（
武
市
）

（
七
）
官
僚
制
は
、
共
産
党
だ
け
の

問
題
で
は
な
く
、
ど
ん
な
組
織
で

も
多
か
れ
少
な
か
れ
存
在
す
る
の

で
は
な
い
か
。

─
丹
羽
氏
の
退
席
に
伴
い
、
以
降

は
参
加
者
間
の
意
見
交
換
─

（
八
）
丹
羽
氏
の
提
起
さ
れ
た
「
日

本
の
未
来
像
」
に
関
し
て
、
私
た

ち
は
「
資
本
主
義
に
対
す
る
社
会

主
義
で
は
描
く
こ
と
が
で
き
な

い
」
と
考
え
、
資
本
主
義
で
も
社

会
主
義
で
も
な
い
ヤ
マ
ギ
シ
会
と

し
て
活
動
し
て
い
る
。
私
個
人
と

し
て
、
社
会
主
義
を
文
献
上
で
は

学
習
し
、
身
近
に
中
核
派
な
ど
も

い
た
が
、
社
会
主
義
の
方
向
で
の

自
分
の
人
生
を
展
望
す
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
。

（
九
）
ヤ
マ
ギ
シ
会
の
生
産
・
所
有
・

分
配
の
ル
ー
ル
と
運
動
に
つ
い
て

教
え
て
欲
し
い
。

→　

ヤ
マ
ギ
シ
会
の
医
療
、
娯
楽
、

子
ど
も
の
人
生
選
択
、
経
営
な
ど

に
つ
い
て
質
問
と
回
答
（
一
つ
の

家
庭
の
よ
う
な
運
営
と
の
説
明
）

が
あ
っ
た
。

（
一
〇
）
資
本
主
義
は
剰
余
価
値
労

働
の
搾
取
を
本
質
と
し
て
お
り
、

社
会
主
義
は
生
産
手
段
の
社
会
的

所
有
を
本
質
と
し
て
い
る
。
社
会

主
義
で
は
「
未
来
を
描
く
こ
と
が

出
来
な
か
っ
た
」
と
言
う
場
合
の

ヤ
マ
ギ
シ
会
に
お
け
る
「
社
会
主

義
」
と
は
何
か
。

（
一
一
）
ヤ
マ
ギ
シ
会
の
人
の
「
社

会
主
義
の
方
向
で
の
自
分
の
人
生

を
展
望
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
」
と
い
う
発
言
は
、
具
体
的
に

国
会
や
地
方
議
会
の
議
員
に
な
る

か
、
政
党
や
労
組
の
専
従
に
な
る

か
と
い
う
狭
い
選
択
し
か
な
か
っ

た
と
い
う
文
脈
で
は
理
解
で
き
る

し
、
共
産
主
義
運
動
は
こ
れ
を
打

開
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
ヤ
マ

ギ
シ
会
に
つ
い
て
、
全
面
的
な
共

同
体
と
し
て
の
生
産
・
所
有
・
分

配
に
到
達
す
る
た
め
に
は
、
農
業

だ
け
で
な
く
主
要
な
産
業
分
野
を

包
括
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
う

で
な
け
れ
ば
自
主
管
理
的
な
農
業

法
人
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
い
か
。

（
武
市
）

（
一
二
）
創
価
学
会
は
、
企
業
群
を

傘
下
に
収
め
、
取
引
に
よ
っ
て
銀

行
や
新
聞
社
な
ど
に
も
影
響
力
を

及
ぼ
し
て
お
り
注
目
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
従
来
、
共
産
主
義
社
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会
主
義
は
、
例
外
は
あ
る
が
「
宗

教
は
人
民
の
思
考
の
阿
片
で
あ

る
」
と
切
り
捨
て
て
き
た
。

（
一
三
）
共
産
主
義
の
立
場
は
「
個

人
の
信
仰
の
問
題
に
立
ち
入
ら
な

い
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
か
。

宗
教
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
「
共

産
主
義
へ
の
信
仰
」
と
い
う
問
題

も
あ
る
。
共
産
党
社
会
科
学
研
究

所
長
の
不
破
氏
の
「
未
来
社
会

論
」
は
社
会
主
義
を
誤
っ
た
方
向

に
導
く
も
の
で
あ
る
。（
武
市
）

（
一
四
）「
個
人
の
信
仰
の
問
題
に
立

ち
入
ら
な
い
」
と
い
う
の
は
一
歩

前
進
だ
が
不
十
分
で
あ
る
と
思
う
。

経
済
的
職
業
的
な
影
響
力
に
と
ど

ま
ら
ず
、
政
治
や
社
会
の
変
革
と

い
う
観
点
か
ら
は
、
社
会
主
義
と

宗
教
の
共
振
と
い
う
問
題
に
、
共

産
党
や
左
翼
は
も
っ
と
関
心
を
深

め
再
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

（
一
五
）
共
産
党
も
宗
教
を
敵
視
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
宗
教

は
創
価
学
会
だ
け
で
は
な
く
、
共

産
党
に
だ
け
焦
点
を
あ
て
る
必
要

は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

（
一
六
）
中
東
で
仕
事
を
し
て
き
て
、

欧
米
と
中
東
の
文
化
は
同
一
で
あ

り
、
宗
教
対
立
で
は
な
く
階
級
対

立
だ
と
感
じ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な

ど
全
世
界
で
共
産
主
義
は
衰
退
し
、

日
本
だ
け
で
命
脈
を
保
っ
て
い
る
。

社
会
主
義
の
未
来
像
に
関
連
し
て
、

現
在
、
社
会
主
義
イ
ン
タ
ー
ナ
シ

ョ
ナ
ル
が
あ
り
、
日
本
で
は
社
民

党
の
福
島
瑞
穂
さ
ん
が
参
加
し
て

い
る
。

（
一
七
）
社
会
主
義
に
お
い
て
基
本

的
人
権
な
ど
の
概
念
が
（
少
）
な

か
っ
た
が
、
初
期
マ
ル
ク
ス
の
疎

外
論
か
ら
組
み
立
て
よ
う
と
す
る

動
き
が
あ
り
、
参
加
し
て
い
る
。

（
一
八
）
社
会
主
義
に
基
本
的
人
権

の
概
念
が
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
社
会
主
義
の
欠
陥
と
し
て

素
直
に
認
め
て
克
服
す
べ
き
で
、

無
理
や
り
マ
ル
ク
ス
か
ら
導
き
出

す
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

（
武
市
）

「
第
二
次
大
戦
ま
で
の
総
括
」「
幅

広
い
野
党
選
挙
協
力
と
統
一
戦
線
」

「
日
本
の
未
来
像
と
政
権
構
想
」
に

つ
い
て
、
今
後
も
交
流
し
て
学
び
、

深
化
し
提
起
し
て
い
く
。

（
武
市　

徹
）

●日時：6月 17日（日）13:00 ～ 16:00
（１）友愛政治塾（第 3回）：最近の裁判官人事の傾向
（２）講師：西川伸一さん　（明治大学教授）
（３）場所：文京区民センター　3D会議室　（文京区本郷 4-15-14）
（４）事務局：村岡到さん（連絡）ロゴス：03-5840-8525
（５）参加費：1,000 円
〔日本革命党は、政治塾に主体的に関わっていないが、方向性と内容に関心をもって紹介する
ものである〕
〔第３回「最近の裁判官人事の傾向」については、憲法 6条・79 条・80 条─最高裁判所長官
の内閣による指名・最高裁判所裁判官の内閣による指名、下級裁判所裁判官の最高裁判所の
指名名簿からの内閣による任命─の規定で、三権分立が機能しうるのかとの検討の視点から
参加するものである〕

集会・デモ・学習会・出版などの情報案内

日
本
革
命
党
の
理
念
と
闘
い
の
継
承

（
二
〇
一
八
年
三
月
一
日
）

日
本
革
命
党
は
、
共
産
主
義

者
同
盟
か
ら
労
働
者
共
産
主
義

委
員
会
（
怒
涛
派
）
へ
と
貫
い

た
思
想
と
闘
い
を
次
の
よ
う
に

継
承
し
変
革
し
脱
皮
す
る
。

①
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
国
際
主
義

─
世
界
革
命
」
を
、「
日
米
安

保
条
約
の
破
棄
」「
人
権
平
和

機
能
強
化
の
国
連
改
革
」「
各

国
と
の
対
等
互
恵
・
人
権
平

和
外
交
の
構
築
」
に
、

②
「
暴
力
革
命
」
を
、
国
民
人

民
の
「
政
治
参
加
」、
恒
常
的

な
共
闘
機
関
を
通
じ
た
「
社

会
諸
分
野
で
の
闘
争
」、
こ
れ

ら
を
基
礎
と
し
た
「
選
挙
議

会
闘
争
」
に
、

③
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
」
を
、

国
民
と
人
民
の
参
加
と
統
制

に
よ
る
「
基
本
的
人
権
・
民

主
・
平
和
の
日
本
社
会
の
構

築
と
運
営
」
に
、

④
「（
共
産
党
に
代
わ
る
）
前
衛

党
建
設
」
を
、
政
策
と
運
動

の
有
効
性
を
競
い
合
い
協
力

し
あ
う
「
民
主
主
義
制
度
下

の
人
民
の
一
つ
の
政
党
」
へ
。


